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和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
令
和

８
・
９
年
度
の
保
険
料
率
等
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
保
険
料
は
、
被
保
険

者
が
等
し
く
負
担
す
る
均

等
割
額
と
、
所
得
に
応
じ

て
決
ま
る
所
得
割
額
の
合

計
額
と
な
り
ま
す
。

　
今
回
よ
り
、「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
」

に
よ
る
負
担
（
子
ど
も

分
）
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
社
会
保

障
全
般
の
将
来
像
も
ふ

ま
え
、
全
世
代
で
支
え

合
う
仕
組
と
し
て
創
設

さ
れ
た
も
の
で
、
国
の

「
子
ど
も
未
来
戦
略
」
に

基
づ
く
少
子
化
対
策
（
児

童
手
当
の
拡
充
等
）
に

充
て
ら
れ
ま
す
。

　
所
得
の
少
な
い
方
に
は
、
世
帯
の
所
得
状
況

に
応
じ
た
軽
減
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
令
和

８
年
度
は
、
軽
減
割
合
の
引
き
上
げ
（
７
割
軽

減
）
と
対
象
範
囲
の
拡
大
（
５
割
・
２
割
軽
減
）

を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
令
和
８
年
度
保
険
料
額
の
通
知
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
　
保
険
年
金
課
　
℡
22-

３
５
０
４

　
　
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
　
℡
０
７
３-

４
２
８-

６
６
８
８

お 

し 

ら 

せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
　
保
険
料
率
等
が
改
定
さ
れ
ま
す

　　
市
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
職
員
が

安
心
し
て
働
け
る
職
場
環
境
整
備
を
目
的
と
し

て
、
５
月
１
日
（
金
）
か
ら
市
役
所
庁
舎
に
お

い
て
、
外
線
電
話
の
録
音
を
行
い
ま
す
。

　
市
役
所
庁
舎
へ
電
話
を
か
け
る
と
、
通
話
が

録
音
さ
れ
る
旨
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
た
後
、

電
話
が
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所
庁
舎

か
ら
電
話
し
た
場
合
に
は
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
流

れ
ま
せ
ん
が
通
話
は
録
音
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
録
音
デ
ー
タ
は
法
令
に
基
づ
き
適
正

に
管
理
し
ま
す
。

　
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
財
政
課
　
℡
22-

３
７
５
０

補
助
金
額
　
小
学
生
　
３
万
５
千
円
／
人

　
　
　
　
　
中
学
生
　
　
　
７
万
円
／
人

対
象
　

①
市
内
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒

②
市
内
在
住
で
市
外
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る

　
児
童
生
徒

申
請
　

①
市
内
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る
場
合

　
学
校
を
介
し
て
補
助
さ
れ
る
た
め
、
個
人
で

　
の
申
請
は
不
要
で
す
が
、
委
任
状
（
学
校
よ

　
り
配
布
）
の
提
出
が
必
要
で
す
。

②
市
外
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る
場
合

　
個
別
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま 

　
す
。
対
象
の
方
に
は
申
請
書
を
送
付 

　
し
ま
す
。

・
問
　
教
育
総
務
課
　
℡
22-

３
７
５
８

　
電
話
の
通
話
録
音
に
つ
い
て

　
小
・
中
学
生
へ
の
修
学
旅
行
費
補
助
金

　
市
で
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
衛
大

臣
及
び
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
か
ら
の

募
集
対
象
者
情
報
の
提
出
依
頼
に
対
し
て
、
該

当
年
度
に
18
歳
・
22
歳
に
な
る
方
の
情
報
（
氏

名
、
住
所
）
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
情
報
提
供

を
望
ま
な
い
方
は
、
除
外
申
請
の
手
続
き
を
し

て
い
た
だ
く
と
除
外
さ
れ
ま
す
。

対
象
　
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
日
本
国
籍

　
の
方
の
う
ち
、

 

・
令
和
８
年
度
に
18
歳
に
な
る
方
（
平
成
20
年 

　
４
月
２
日
～
平
成
21
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

 

・
令
和
８
年
度
に
22
歳
に
な
る
方
（
平
成
16
年 

　
４
月
２
日
～
平
成
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

申
請
方
法
　
市
民
課
窓
口
ま
た
は
郵
送

申
込
み
　
５
月
20
日
（
水
）
ま
で

※
土
日
祝
除
く

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧 

　
く
だ
さ
い
。

問
　
市
民
課
　
℡
22-

３
５
６
１

対
象
　
自
ら
所
有
し
、
居
住
す
る
市
内
の
戸
建

　
て
の
専
用
住
宅
に
補
助
対
象
設
備
を
設
置
す

　
る
方
で
、
12
月
25
日
（
金
）
ま
で
に
設
置
工

　
事
が
完
了
し
、
補
助
金
交
付
に
係
る
必
要
書

　
類
を
提
出
で
き
る
方

補
助
条
件

 

・
県
が
実
施
す
る
説
明
会
を
受
け
た
事
業
者
に

　
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 

・
他
の
補
助
金
を
得
て
設
置
す
る
者
で
は
な
い

　
こ
と

 

・
市
町
村
民
税
を
完
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
　
な
ど

自
衛
官
募
集
事
務
に
係
る
対
象
者
情
報
の

提
供
を
希
望
さ
れ
な
い
方
へ

個
人
向
け
太
陽
光
発
電
設
備
・

エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
設
置
事
業
補
助
金
の
受
付
開
始

補
助
対
象
設
備
・
補
助
金
額

申
込
み
　
５
月
22
日
（
金
）
～
11
月
30
日
（
月
）

※
設
置
者
本
人
ま
た
は
同
居
さ
れ
る
家
族
が
生

　
活
環
境
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
提
出
後
、
交
付
決
定
を
受
け
て
か
ら

　
着
工
し
て
く
だ
さ
い
。

※
予
算
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

・
問
　
生
活
環
境
課
　
℡
22-

３
５
６
５

令
和
８
年
度

　
軽
自
動
車
税
（
全
期
）

納
期
限
は
６
月
１
日
（
月
）
で
す
。

※子ども分の保険料率は令和８年度の料率で、
　令和９年度の保険料率は令和８年度に算定します。

均等割額 所得割率 賦課限度額
令和８・９年度

（年間）
医療分 58,748 円 10.36％ 850,000 円
子ども分 1,385 円 0.25％ 21,000 円

【参考】令和７年度 54,428 円 11.04％ 800,000 円

※太陽光発電設備と蓄電池は同時設置が必要です。

補助対象設備 補助金額 上限額
太陽光発電設備 ７万円／ kW 35 万円
蓄電池 蓄電池の価格の１／３ 47 万円
コージェネレーショ
ン シ ス テ ム（ エ ネ
ファーム）

コージェネレーショ
ンシステムの価格の
１／２

30 万円
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　被保険者数の減少、高齢化の進行や医療の高度化により 1 人あたりの医療費が増加傾向にある等、現在市の国
民健康保険の財政は、収入よりも支出が多い状況が続いています。
　和歌山県では、県内のどの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険税とする県内統
一を令和 12 年度に目指しており、各市町村ごとに「標準保険税率※」が示されています。市ではこれまで、市
の国民健康保険財政調整基金を活用しながら保険税率の引き上げを据え置いてまいりましたが、現在の市の保険
税率は、「標準保険税率」と差があり、段階的に合わせていく必要があります。そのため、県内統一に向け、市
でも令和 8 年度の保険税率を一部引き上げることとなりました。
　なお、今回から「子ども・子育て支援金制度」によるご負担をお願いします。この制度は、こどもや子育て世
帯を社会全体で応援する仕組みで、支援金は児童手当の拡充などに充てられます。
　将来にわたって国民健康保険を安心してご利用いただくため、ご理解とご協力をお願いします。
※「標準保険税率」とは、和歌山県が示す国保財政運営のために本来必要な保険税の目安です。
※保険税決定の通知書は、7 月頃に発送します。

【有田市国民健康保険税率の改正内容】

※ 18 歳以上均等割・・・18 歳未満被保険者については均等割が賦課されません。その分については、
　　　　　　　　　　　  18 歳以上被保険者に 18 歳以上均等割として賦課されます。

国民健康保険税率が改正されます　　　　　　　　　問　保険年金課　℡ 22-3506

光化学オキシダント（スモッグ）特別監視実施
　　　　　　　　　　５月７日（木）～ 10月 2日（金）　　問　生活環境課℡ 22-3565

　 令和 7年度
（改正前）

令和 8年度
（改正後）

増加率

医療分 所得割 7.2% 7.8% 0.6％増
均等割 25,200 円 27,600 円 2,400 円増
平等割 24,000 円 24,000 円 変更なし

後期高齢者支援金分 所得割 2.4% 2.6% 0.2％増
均等割 8,400 円 9,200 円 800 円増
平等割 7,200 円 7,200 円 変更なし

介護分　（40 歳～ 64 歳） 所得割 2.2% 2.4% 0.2％増
均等割 8,400 円 9,200 円 800 円増
平等割 7,200 円 7,200 円 変更なし

子ども・子育て支援金分 所得割

　

0.3%

新設
均等割 1,118 円

18 歳以上均等割※ 73 円
平等割 766 円
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